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会  議  録 

会 議 名 第１回 ウォーターパーク跡地等検討委員会 

開 催 日 時 令和５年９月 25 日（月） 午後２時 00 分～３時 35 分 

場 所 辰野町役場大会議室 

出 席 者 出席者 委員 14 名中 13 名、町長、関係課７名、事務局６名 

会 議 次 第 

１．開会  

２．町長あいさつ 

３．検討委員会設置について 

 （１）ウォーターパーク跡地等検討委員会設置要綱について 

 （２）委嘱状交付 

 （３）自己紹介 

 （４）委員長・副委員長の選任について 

４．委員長・副委員長あいさつ 

５．議事 

（１）荒神山スポーツ公園施設及びウォーターパーク跡地の現状について 

（２）ウォーターパーク跡地等検討について 

（３）今後の進め方について 

（４）意見交換 

６．その他 

７．閉会       

 

会 議 結 果 

３．検討委員会設置について 

（１）ウォーターパーク跡地等検討委員設置要綱について 

     事務局から説明し、ご了承いただく。 

 （２）委嘱状交付  

委員 14 名に交付 

 （３）自己紹介 

     委員 13 名、関係課職員７名、事務局６名 自己紹介 

 （４）委員長・副委員長の選任について 

    委員長に、平泉 規さん。副委員長に春日 千恵子さん。 

５．議事（進行 委員長） 

（１）荒神山スポーツ公園施設及びウォーターパーク跡地の現状について 

事務局から説明し、質疑を経てご了承いただく。 

（２）ウォーターパーク跡地等検討について 

事務局から説明し、ご了承いただく。 

 （３）今後の進め方について 

事務局から説明し、質疑を経てご了承いただく。 

 （４）意見交換 

事務局から説明し、ご了承いただく。 

６.その他 

   事務局から次回開催時期、出席手当・マイナンバーカードの提出について説明。 
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発 言 者 発言の内容 

町  長 

 

２.町長あいさつ 

・第 1回目のウォーターパーク跡地等検討委員会に大変お忙しい中、ご出席いただきま

したことに心から厚くお礼申し上げます。ありがとうございます。 

・ウォーターパークは平成 5 年、仮営業は平成 3 年から平成 15 年度まで営業し、県内

屈指の夏のアミューズメント施設として賑わっていました。しかし冷夏の影響や利用

者の減少、また維持費の増大が経営を圧迫し、平成 16 年度から営業を中止し、現在に

至りその中でも、平成 30 年度に旧管理棟を改修し、複合型スポーツ施設たつの未来館

アラパとしてオープンし、現在も営業しています。プール部分も限定的な活用として、

サバイバルゲームの会場として使用しています。 

・このウォーターパーク跡地検討委員会は公募を含め、議会関係、スポーツ関係、社会

教育関係、防災関係、保育園、小中学校の保護者、観光関係、金融機関など多岐に渡

り 14名の方々に委員をお願いしました。 

・今後、検討委員会では旧管理棟たつの未来館アラパを除くウォーターパーク跡地につ

いて、荒神山スポーツ公園施設の現況、辰野町の人口動向、予算動向を鑑み、今後、

辰野町に必要な施設、ウォーターパーク跡地の有効利用等の方向性を示すウォーター

パーク跡地整備計画の検討をお願いします。検討委員会は令和 5 年度、6 年度の長丁場

ですが、皆様のご協力により、後世まで辰野町にあってよかったこの施設と思われ、

言われるような施設計画をお願いします。ご苦労をおかけいたしますがよろしくどう

ぞお願いいたします。 

委 員 長 

４.委員長・副委員長あいさつ 

・改めまして皆さんこんにちは。今回委員長ということで大役を拝命いたしました。ま

ずは、今の現状を知ることから、皆さんで勉強していきたいと思います。それから２

年かけてゆっくり、どうしていこうか、話し合っていければいいかと思いますので、

皆さんよろしくお願いいたします。 

副 委 員 長 

４.委員長・副委員長あいさつ 

・町民の大変興味のあるウォーターパークのことですので、皆様と共に歩んでいきたい

と思いますよろしくお願いいたします。 

委 員 長 
５議事（１）荒神山スポーツ公園施設及びウォーターパーク跡地の現況について 

 それでは議事を進めます。事務局説明をお願いします。 

事 務 局 ・会議資料に基づき事務局説明 

A 委 員 

・小中学校のプール利用ということで、ウォーターパークそのものを改修して、また再

利用する考えがあるのか。 

・荒神山スポーツ公園の中で、ウォーターパークで公園の中でできることで、できない

こと、例えば法的な規制があるか。 

事 務 局 ・後段の件、法的規制については（２）で説明します。 

B 委 員 
・前段の件、ウォーターパーク跡地等検討委員会だけでなく、これから小中学校のあり

方検討委員会でも検討するような話になっていると思います。 
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事 務 局 
・この検討委員会、あるいはこれから設置される小中学校あり方検討委員会でも検討さ

れていく内容となると思います。 

C 委 員 

・荒神山スポーツ公園近隣の町営住宅が空家なので防犯対策も考えてほしい。 

・上伊那の市町村で辰野町だけ防災センターがない。そのようなことも踏まえた検討委

員会になってもらいたい。 

D 委 員 
・荒神山スポーツ公園全体を見ても道路整備は必要。 

・法的にどのような施設ができるか？スポーツ施設のみか？ 

事 務 局 ・後段の件、設置可能施設については、５議事（２）で説明します。 

E 委 員 

・荒神山スポーツ公園の施設を利用している者として、意見、要望も検討してもらいた

い。全体的なバランスを考えた検討、利用者目線も含めて検討してもらいたい。 

・新たに用地取得の予定はあるのか？ 

事 務 局 
・利用者の意見を参考に検討委員会は進めていく。 

・新たな用地取得の予定なし。 

委 員 長 
５議事（２）ウォーターパーク跡地等検討について 

 それでは議事を進めます。事務局説明をお願いします。 

事 務 局 ・会議資料に基づき事務局説明 

委 員 長 
・ご質問、意見お願いします。 

 （質問、意見なし） 

委 員 長 
５議事（３）今後の進め方について 

 それでは議事を進めます。事務局説明をお願いします。 

事 務 局 ・会議資料に基づき事務局説明 

委 員 長 ・ご質問、意見お願いします。 

B 委 員 ・サウンディング型市場調査、民間の発想に期待する。 

F 委 員 ・このような事業を進める際、辰野町６次総合計画と照らし合わせながら行いたい。 

B 委 員 
・辰野町６次総合計画との整合性は必要。各課横断的に考えるために、役場関係課も同

席している。 

G 委 員 

・小中学生が夏休みにプールに入る機会がない。プール閉鎖は過去に事例に学ぶべき。

当時、赤字になった分析を。 

・町外アンケートも重要だと思う。アンケート取る際には町外の意見も。 

事 務 局 

・プール閉鎖理由は、利用者減による収入減、老朽化による支出増。当時の古い資料で

すが探してみます。 

・町外アンケートは辰野町内の方は郵送によるアンケートは可能だが、町外の方のアン

ケートは難しい。 

委 員 長 ・検討委員会の最終目標の内容は？ 

事 務 局 

・最終目標はウォーターパーク跡地等検討委員会設置要綱第 1条と、町長あいさつの、

荒神山スポーツ公園の現況、辰野町の人口の動向、予算動向などを考え辰野町にとっ

て必要な施設、ウォーターパーク跡地のあり方、有効利用等の方向性を示していただ

く。 

委 員 長 

５議事（４）意見交換について 

それでは議事を進めます。ご質問、意見お願いします。 

（質問、意見なし） 
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委 員 長 
６その他 

 それでは議事を進めます。事務局説明をお願いします。 

事 務 局 ・事務局説明 

副 委 員 長 
７.閉会 

・皆様長時間にわたりましてご検討いただきありがとうございました。 

 


